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関係各位 

 

 

 

九 州 運 輸 局 長 

（公 印 省 略） 

 

 

令和３年度最低賃金額の改定に関する周知・広報の実施等について 
 

 

標記について、国土交通省大臣官房長より別添のとおり通知がありましたので、この趣

旨をご理解のうえ貴傘下会員に対し周知方よろしくお願い致します。 
 


